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過
去
の
国
民
年
金
保
険
料
に
納
め
忘
れ

の
期
間
が
あ
る
人
は
、
そ
の
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
で
将
来
の
年
金
額
を
増
や
し
た

り
、
年
金
の
受
給
権
に
つ
な
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
平
成
30
年
９
月
ま

で
の
３
年
間
に
限
り
、
過
去
５
年
以
内
に

納
め
忘
れ
た
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。（
※
た
だ
し
、
過
去
３
年
度
以

前
の
後
納
保
険
料
に
は
当
時
の
保
険
料
に

加
算
金
が
つ
き
ま
す
。）

　

お
近
く
の
年
金
事
務
所
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
‐
０
１
１
‐
０
５
０

彦
根
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
０
７
４
９
‐
23
‐
１
１
１
４

　

平
成
28
年
４
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る

年
金
額（
６
月
振
込
分
）は
、
法
律
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
27
年
度
か
ら
据
え
置
き
と

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
27
年
10
月
に

施
行
さ
れ
た
被
用
者
年
金
一
元
化
法
に
よ

り
、
年
金
額
（
年
額
）
の
端
数
処
理
が
こ

れ
ま
で
の
１
０
０
円
未
満
四
捨
五
入
か

ら
、
１
円
未
満
四
捨
五
入
に
改
め
ら
れ
た

た
め
、
４
月
分
か
ら
月
額
で
数
円
の
増
減

が
生
じ
ま
す
。

　

６
月
か
ら
の
１
年
間
の
年
金
額
を
お
知

ら
せ
す
る
「
年
金
振
込
通
知
書
」
が
順
次

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
通
知
書

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

彦
根
年
金
事
務
所

☎
０
７
４
９
‐
23
‐
１
１
１
６

　

将
来
へ
の
橋
渡
し　

国
民
年
金

豊かな生態系を守ろう！

人権が尊重される住みよいまちをめざして

「じんけん」のまちづくり講座

私たちの医療と健康を支える国民健康保険

■６月中旬に保険料の決定通知書を送付します
　世帯内に国民健康保険加入者がおられる世帯主に対
し、６月中旬に保険料の決定通知書を送付しますので、
保険料額や納付方法をご確認ください。
　国民健康保険料の納付義務は世帯主にあります。世
帯主が国民健康保険以外の健康保険（社会保険など）
に加入されている場合でも、同一世帯内のどなたかが
国民健康保険に加入されている場合は、世帯主あてに
決定通知書を送付します。

■平成28年度の国民健康保険料
　　　　40歳以上65歳未満の人
　　　　　・・・下記①②③の合計
　　　　40歳未満の人、65歳以上75歳未満の人
　　　　　・・・下記①②の合計

①医療分　　 （所得割）＋  （均等割）＋   （平等割）
　　　　　　Ⓐ×7.1％　 26,000円　 22,000円

②支援金等分 （所得割）＋  （均等割）＋   （平等割）
　　　　　　Ⓐ×2.1％　  5,700円　   5,500円

③介護分　　 （所得割）＋  （均等割）＋   （平等割）
　　　　　　Ⓐ×1.5％　  8,100円　   4,400円

●Ⓐは（平成27年中所得額－33万円）
●上限は①54万円、②19万円、③16万円
●所得が一定金額以下の場合、保険料の軽減があります。

※用語説明
所得割：前年（27年中）の所得に応じて負担していただくもの
均等割：加入者一人につき一定額を負担していただくもの
平等割：一世帯につき一定額を負担していただくもの

■保険料の減免制度や軽減制度があります
　事業の休廃業や失業、事故、疾病、長期入院などに
より収入が著しく減少した場合や、災害に遭い著しい損
害を受けた場合は、保険料の減免が認められる場合が
あります。また、非自発的失業者（リストラなどで職を
失った人）は、申請いただくと、失業時から翌年度末ま
での期間、保険料を軽減します。申請要件がありますの
で、詳しくはお問い合わせください。

保険年金課　☎0748-24-5632　
050-5801-5632　 0748-24-5576

　介護保険料納入通知書を６月中旬に送付します

　

　

創
業
に
興
味
が

あ
る
女
性
や
、
独

立
開
業
を
考
え
て

い
る
女
性
の
た
め

の
創
業
塾
で
す
。

特
に
雑
貨
屋
、
カ

フ
ェ
、
サ
ロ
ン
な

ど
の
小
さ
な
お
店

の
開
き
方
に
的
を
絞
り
、
女
性
講
師
か

ら
創
業
に
必
要
な
基
礎
知
識
や
ノ
ウ
ハ

ウ
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
実
現
ま
で
の
創

業
計
画
書
を
作
成
し
ま
す
。

６
月
26
日
か
ら
７
月
31
日
ま
で

　

毎
週
日
曜
日　

午
前
10
時
～
午
後
４
時　

　

※
全
日
程
託
児
つ
き
（
有
料
）

能
登
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

30
人
（
申
し
込
み
先
着
順
）　

１
万
８
０
０
円

６
月
20
日
㈪
ま
で

東
近
江
市
商
工
会

☎
０
７
４
９
‐
45
‐
２
５
７
１

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
２
５
７
１

小
さ
な
お
店
の
開
き
方
、
教
え
ま
す

65歳以上の人はご確認を

■保険料の納付方法について
　納付書または口座振替により納付していただく「普通
徴収」と、世帯主の年金からの引き去りにより納付して
いただく「特別徴収」があります。
　普通徴収は、６月から翌年３月までの年10回に分けて
納めていただきます。
　なお、第１期の納付期限は６月30日㈭で、第２期以降
は各月の末日です。（※末日が土・日曜日、祝日の場合は
翌営業日。12月は26日㈪になります。）
　次の①②両方に該当される場合は、特別徴収による
納付となります。
①世帯主が65歳以上75歳未満
②加入者全員が65歳以上75歳未満

■特別徴収されている人の納付方法の変更について
　特別徴収されている人で、普通徴収（口座振替のみ）
による納付を希望される場合は、変更申出書の提出と
口座振替の登録をしてください。

　納付額や納付方法を記載しています。お手元に
届きましたら、内容をご確認ください。
■保険料の納付方法
　年金が支給される際に引き去りさせていただく

「特別徴収」（年６回）になります。
※次の場合は普通徴収（納付書または口座振替に
よる納付）となり、６月から翌年３月までの年10
回に分けて納付していただきます。

・年金額が年額18万円未満の場合
・年度途中で65歳になった場合
・ほかの市町村から転入して間もない場合
・年金担保貸付を利用した場合
・所得申告の修正などで保険料に変更があった
   場合　など

保険年金課　☎ 0748-24-5632　
050-5801-5632　 0748-24-5576

伊庭内湖外来魚
　 駆除釣り大会

４
月
分
か
ら
の
年
金
額
を
お
知
ら
せ

年
金
振
込
通
知
書
が

　
　
　
　

   

送
付
さ
れ
ま
す

納
め
忘
れ
が
あ
る
人
は

後
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　フナやモロコでいっぱいの伊
庭内湖を取り戻しましょう。

（伊庭の里湖づくり協議会主催）
６月18日㈯９:30～13：30

　（受付9：00から）
能登川水車とカヌーランド

※小学生以下は保護者同伴
※エサ、釣り竿の無料貸し出
しあり（ 先 着200人、１家族２
本まで）

生活環境課
　☎ 0748-24-5633　
　 050-5801-5633
　  0748-24-5692  

【第 1 回】テーマ：インターネット
講師：松浦広明さん
　　　（公益財団法人滋賀県人権センター）

【第２回】テーマ：マンガと人権
講師：吉村和真さん
　　　（京都精華大学副学長　マンガ学部教授）

【第３回】テーマ：同和問題　
講師：松村智広さん
　　　（みえ人権教育・啓発研究会　代表）

【第４回】テーマ：性同一性障害　　
講師：土肥いつきさん
　　　（セクシュアルマイノリティ教職員ネット
　　　ワーク副代表）

6月11日㈯～７月２日㈯の毎週土曜日
　 10：00～11：40　 

てんびんの里文化学習センター
　※第４回のみ八日市文化芸術会館

市内在住・在学・在勤の人
100人程度（申し込み先着順）　

生涯学習課　☎ 0748-24-5672
050-5801-5672　 0748-24-1375

■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用

　　　　　　　　　 ＝申し込み　 ＝問い合わせ　 ＝ IP電話　 ＝ファックス

平成28年度 

　国民健康保険料のお知らせ

平成28年度

女
性
の
た
め
の

   

創
業
塾
２
０
１
６
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平
成
28
年
度
の
市
民
税
・
県
民
税
の
納

税
通
知
書（
普
通
徴
収
）を
、
６
月
10
日
付

け
で
発
送
し
ま
す
。
な
お
、
市
民
税
・
県

民
税
が
給
与
か
ら
引
き
去
り（
特
別
徴
収
）

と
な
る
人
の
通
知
書
は
、
勤
務
先
を
通
じ

て
送
付
し
て
い
ま
す
。本
年
度
の
税
額
は
、

平
成
27
年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
算
出
し

て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
税
通
知
書
は
、
平
成
28
年
１

月
１
日
現
在
で
本
市
に
住
所
が
あ
り
、
納

付
税
額
の
あ
る
人
に
送
付
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
度（
平
成
27
年
分
所
得
）
の

課
税（
所
得
）証
明
書
の
発
行
は
、
納
付
方

法
に
か
か
わ
ら
ず
６
月
10
㈮
以
降
と
な
り

ま
す
。（
※
自
動
交
付
機
も
同
様
で
す
。）

市
民
税
課

☎
０
７
４
８
‐
24
‐
５
６
０
４

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
０
４

０
７
４
８
‐
24
‐
５
５
７
７

市営住宅の入居者を募集します
平
成
28
年
度
市
民
税
・
県
民
税
納
税
通
知
書

戸数 構　造 階数 間取り 月額家賃 敷　金
① ２戸 中層耐火４階建 ２階、３階 ２LDK 21,800～33,900円 65,400～101,700円

② ２戸 簡易耐火２階建 － ２DK 10,600～17,100円 31,800～51,300円

③ １戸 中層耐火４階建 ２階 ３LDK 22,500～33,600円 67,500～100,800円

④ １戸 簡易耐火２階建 － ３DK 16,700～24,900円 50,100～74,700円

⑤ １戸 準耐火２階建 － ２LDK 24,500～36,500円 73,500～109,500円

■入居可能日　　
　７月22日㈮　※入居可能日から家賃が必要

６月20日㈪～27日㈪（土・日曜日を除く８:30～17:15）　
※住宅課で相談後、書類を提出してください。
　入居申し込みには、資格条件があります。
■選考方法
　市営住宅運営委員会が住宅困窮度により入居者を決定します。選
考が難しい場合は公開抽選とします。　　　　　　　　　

住宅課　
　☎ 0748-24-5652　 050-5801-5652　  0748-24-5578 

申請はお早めに

高齢者向け給付金

　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金
引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高
齢者を支援するため、「年金生活者等支援
臨時福祉給付金（高齢者向け）」を支給し
ます。
■支給対象者
　平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者

（※）のうち、平成28年度中に65歳以上に
なる人（昭和27年４月１日以前に生まれた人）

※平成27年度市民税（均等割）が課税され
ていない人（課税されている人の扶養親族
等になっている人、生活保護を受けている
人などを除く。）
■支給額　1 人につき30,000円
■申請期限　８月９日㈫まで

臨時給付金事業対策室
　☎ 0748-24-5575　 050-5801-0904
　 0748-24-5693

対象と思われる人には４月下旬に案内書
を送付しています。

日
ご
ろ
の
取
り
組
み
を
発
表
し
よ
う

🅐
東
近
江
市
芸
術
文
化
祭
参
加
事
業
　

　
９
月
か
ら
12
月
に
か
け
て
開
催
す
る
芸

術
文
化
祭
に
参
加
さ
れ
る
創
造
的
・
意
欲

的
な
事
業
を
募
集
し
ま
す
。

参
加
部
門
：
美
術
、
音
楽
、
演
劇
、
伝
承

芸
能
、
映
像
な
ど
（
全
９
部
門
）

🅑
こ
ど
も
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
出
演
団
体

　
ダ
ン
ス
や
合
唱
な
ど
主
に
20
歳
未
満
で

構
成
さ
れ
る
団
体
が
対
象
の
発
表
会
で
す
。

10
月
15
日
㈯
午
後
１
時
か
ら

八
日
市
文
化
芸
術
会
館

🅒
芸
能
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
出
演
団
体

　
舞
台
芸
術
活
動
の
発
表
の
場
で
す
。

11
月
23
日
㈷
午
前
10
時
か
ら

八
日
市
文
化
芸
術
会
館

■

🅐
🅑
🅒
の
申
込
方
法

所
定
の
申
込
書
に
記
入
の
う
え
、
７
月

７
日
㈭
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

（
必
着
）

※
申
込
書
は
市
役
所
や
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
、
各
図
書
館
に
設
置
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
参
加
基
準
、
応
募
条
件
な
ど
詳
し
く
は

募
集
要
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

生
涯
学
習
課

☎
０
７
４
８
‐
24
‐
５
６
７
２

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
７
２

０
７
４
８
‐
24
‐
１
３
７
５

芸
術
文
化
祭
参
加
事
業
・
参
加
団
体
を
募
集
し
ま
す

始めませんか　エコな生活

環境にやさしいシステムの導入に４つの奨励金

　ガスなどで電気を発電しながら、
その時に発生する熱を給湯や暖房
に利用するシステムです。
■奨励金額
自立運転型：１台あたり上限10万円
それ以外　：１台あたり上限５万円
■主な条件

・自宅（店舗・事務所などとの併用住宅を含む。）に、コー
　ジェネレーションシステムを設置
・電力会社との系統連系開始が本年４月１日以後
■対象　エコウィル、エネファーム

コージェネレーションシステム
設置奨励金　電気を蓄えて、停電時や地域の電力需要のピーク

時などに使用することができるシステムです。
■奨励金額
１世帯あたり上限10万円
■主な条件
・自宅（店舗・事務所などとの併用住宅を含む。）に、
　蓄電システムを設置
・システムの設置工事完了日が本年４月１日以後

蓄電システム設置奨励金

　太陽の光エネルギーを直接
電気に変えるシステムです。
■奨励金額
１キロワットあたり15,000円
※上限75,000円
■主な条件

・自宅（店舗・事務所などとの併用住宅を含む）の屋根
　または敷地に、住宅用として出力10キロワット未満の
　太陽光発電システムを設置
・電力会社との電力受給開始が本年４月１日以後
・システムの契約または施工を市内業者で実施

住宅用太陽光発電システム
設置奨励金 　雨水を蓄え、万が一の災害に

備えるほか、庭の水やりなどに
活用できる施設です。
■奨励金額
設置工事費の３分の１、上限60,000円
※ 1,000円未満切り捨て
■主な条件
・雨水貯留施設を新設（0.1立方メートル以上）また
　は公共下水道などの接続で不要になった浄化槽を
　雨水貯留施設に改造した場合
・ポンプ設置、配管・配管器具の購入、据え付けの
　経費が30,000円以上かかった場合

■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用

　　　　　　　　　 ＝申し込み　 ＝問い合わせ　 ＝ IP電話　 ＝ファックス

　

協
働
に
よ
る
ま

ち
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
、
市
内
で

実
施
さ
れ
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
、
活
動
、

行
事
、
制
度
な
ど

の
優
良
事
例
を
募

集
し
表
彰
し
ま
す
。

　

表
彰
さ
れ
た
事
業
へ
の
副
賞
と
な
る
サ
ー

ビ
ス
の
ク
ー
ポ
ン
券
な
ど
を
提
供
し
て
い
た

だ
け
る
協
賛
事
業
所
も
募
集
し
ま
す
。

■
優
良
事
例
の
募
集

募
集
期
間
＝
７
月
29
日
㈮
午
後
５
時
ま
で

申
込
方
法
＝
所
定
の
申
込
用
紙
（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
事

業
概
要
が
分
か
る
も
の
（
チ
ラ
シ
・
企
画

書
な
ど
）を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
協
賛
事
業
所
の
募
集

募
集
期
間
＝
９
月
30
日
㈮
午
後
５
時
ま
で

申
込
方
法
＝
所
定
の
申
込
用
紙
（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ま
ち
づ
く
り
ネ
ッ
ト

東
近
江
（
八
日
市
緑
町
４
‐
１
）

☎

０
７
４
８
‐
56
‐
１
２
７
７

取
り
組
み
事
例
・
協
賛
事
業
所
募
集

共
に
考
え
、共
に
創
る

わ
が
ま
ち
協
働
大
賞

　奨励金は地域商品券（三方よし商品券）で交付します。システム設置後、申請用紙に必
要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。
■申請期間　平成29年２月15日㈬まで　※予算額に達した時点で受付を終了します。

生活環境課　☎ 0748-24-5633　 050-5801-5633　 0748-24-5692

■団地名（所在地）
　①ひばり丘（ひばり丘町）　
　②清水（八日市清水二丁目）※単身入居可　
　③松原（ 山上町）　
　④高屋（御園町）　⑤赤坂（川合町）

赤坂団地

（写真は一例です）

雨水貯留施設設置奨励金
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